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本週間  令和４年７月１日(金)～７月７日(木)
準備期間  令和４年６月１日(水)～６月30日(木)第95回 全国安全週間

○趣旨
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災
害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続
けられ、今年で95回目を迎える。
この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により労働災害は長期的には減
少してきたが、近年、就業人口の高齢化による高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛といった、労働者の作業行動に
起因する労働災害が顕著に増加していることから、労働災害全体の件数が再び増加に転じている状況である。さらに、
死亡災害も令和３年は増加に転じるなど予断を許さない状況にある。
このような状況において労働災害を減少させるためには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを
徹底し、またそれらを遵守・実行するための時間的・人員的に余裕を持った業務体制を構築することが重要である。そ
のため、令和4年度の全国安全週間は、上記のスローガンの下で取り組むこととなっています。

令和４年度
全国安全週間スローガン 「安全は 急がず焦らず怠らず」

うえの夏まつりパレード
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労働保険の年度更新
令和4年度の労働保険料の申告・納付が6月1日から始まります。 
年度更新は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送や電子申請でも受け付けており、直接窓口に
出向くことなく申告することが可能です。また、労働保険料の納付については口座振替や電子納付が便利です。

令和4年4月1日付けで着任いたしました上野労働基準監督署長の大久保でございます。
公益社団法人 東京労働基準協会連合会 上野労働基準協会支部の皆さま方には､日頃より
格別のご理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。
さて、東京労働局では、「誰もが安心して働き活躍するTOKYOへ」をスローガンとして
各種の政策を講じることとしております。
当署におきましては、長時間労働対策、改正労基法等の周知、法定労働条件の確保、労働災害防止対策の推進、
健康確保対策の推進、迅速適正な労災補償対策等を重点とした取組を実施することとしております。
新型コロナウイルス感染症がなかなか落ち着かない中ではありますが、感染防止対策を取りながら、講習会等の
開催が可能になってまいりました。
しかしながら、コロナ以前と比べれば、皆さまにお会いできる機会も減っております。
そこで、講習会等の機会に加え、わかりやすいリーフレット等での広報も随時行っていきたいと考えております。
上野労働基準監督署は、不忍池と旧岩崎邸庭園の緑に癒されつつ仕事のできるいい環境です。
せっかくですので、皆さまの事業、従業員の皆さま、ご家族の皆さまがご活躍できるよう、お役に立てる上野労
働基準監督署を目指したいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

上野労働基準監督署　署　長　大久保 純子

令和4年4月1日より副署長として勤務しております。公益社団法人 東京労働基準協会
連合会 上野労働基準協会支部並びに会員の皆様には平素より労働行政の推進につきまして、
格別の御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
労働基準監督署では、その主な業務である法定労働条件の履行確保や労災補償業務の実
施等、社会のセーフティネットとしての役割を果たすことが従前にも増して強く求められていると感じています。
それに加え、誰もが働きやすい職場づくり、働き方改革実現の取組として長時間労働の抑制、中小企業・小規模
事業者の賃金引上げのための環境の整備にも重点に取り組むことが求められており、労働安全衛生対策では、死傷
災害の発生割合の高い商業・建設業、高年齢労働者の労働災害防止のための取組、健康管理面では、メンタルヘル
ス対策の促進、治療と仕事の両立支援対策（疾病を抱える方が治療を受けながら安心して働き続けることができる
職場環境）の推進等の課題にも十分な対応する必要があります。
施策の推進に当たっては、貴支部並びに会員の皆様に、必要な情報の提供に努めます。御理解、御協力をよろし
くお願い申し上げます。

上野労働基準監督署　副署長　細谷  雅紀

着任のご挨拶
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働き方改革応援します！
令和4年度も、東京働き方改革推進支援センター（東京労働局委託事業）が開設されます。

働き方改革関連法の内容にとどまらず、専門家（社会保険労務士等）による相談支援が受けられます。

ご利用方法
● 企業訪問　● 電話・メール　● センター来所　※ オンラインによる相談にも対応可能。

第 １ 方 面

第 ２ 方 面

第 ３ 方 面
第 ４ 方 面

安全衛生課

労 災 課

業 務 課

主任監督官
監 督 官
主任監督官
監 督 官
主任監督官
主任監督官
課 長
監 督 官
課 長
給付調査官
補 償 係 長
労災事務官
課 長

氏　名
大 久 保　純 子
細 谷　雅 紀
宮 澤　宜 敬
福 田　真 也
手 塚　規 幸
赤 坂　謙 太
池 本　崇 根
筧　　仁 志
高 橋　友 和
馬 場　友 一 朗
田 久 保　正 樹
虎 澤　珠 実
江 口　真 智 子
横 塚　奏 多
前 田　朝 夫

部署・職名
署　長

◆事業場に対する監督指導

◆法律違反の申立て（申告）や相談への対応

◆就業規則・時間外協定など各種届出の受理

◆悪質・重大な法違反に対する司法処分

（TEL ０３–６８７２–１２３０）

◆安全衛生に関する指導・相談への対応
◆各種届出、報告の受理審査
◆特定機械の検査
（TEL０３–６８７２–１３１５

◆労働保険の加入、労働保険料の徴収
◆労災保険に関する請求･相談への対応
（TEL０３–６８７２–１３１６

◆庶務・会計（TEL０３–３８２８–６７１２）

副署長

主な業務

上野労働基準監督署　新体制について （敬称略）2022年4月1日
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時間外労働の上限規制の適用猶予について

令和6年4月1日から、建設事業、自動車運転者、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂
糖製造業にも時間外労働の上限規制が適用されます。

建設事業
原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超える
ことができなくなります。
また、臨時的な特別の事情（特別条項）があっても、
●1年間の時間外労働は720時間以内
●1か月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満
●時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か
月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
●時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月までとなります。
（なお、災害時の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について

・月100時間未満
・2 ～ 6か月平均80時間以内

この2つの規制は令和6年4月1日以降も適用されません。）

自動車運転者
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

（休日労働は含みません。）
時間外労働と休日労働の合計、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6
か月平均」の時間数の規制と時間外労働が月45時間を超えることができる回数の規制は適用
されません。

中小企業に対する割増賃金率の猶予措置の終了

業種にかかわらず、猶予されていた中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金
率は、令和5年4月1日から、50%に引き上げられます。

ホームページのトップページに会員専用ページがあります。
① 【会員専用ページ】をクリックしパスワードを入力してください。
② パスワードは、ueno0006でOKをクリックしご入場ください。  

なお、パスワードの変更は、会報発行月（4、6、9、1月）に合わせて実施いたします。
この件に対するお問い合わせは、支部事務局（TEL 03-5830-6961）へお願いいたします。

会員専用ページについて、支部事務局からお知らせ
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雇入れ時安全衛生教育講習会
日時：４月４日（月）、14日（木）　時間：13:30 ～ 16:30

シニア向け雇入れ時安全衛生教育講習会
日時：４月20日（水）　時間：13:30 ～ 16:30

場所：中労基協ビル４階ホール
▲挨拶する村松上野労働基準協会支部長 ▲講師の早川光夫先生 ▲マナー講習の井上先生と三橋氏 ▲熱心に聞き入るシニアの皆様

支部幹事会・署長特別講演
日時：４月26日（火）　時間：14:30 ～ 16:40

場所：上野区民館101集会室
▲特別講演中の大久保署長 ▲支部幹事会模様

中労基協ビル4階ホール

上野労働基準監督署会議室
支部事務室
上野区民館201

上野区民館101

東天紅５階：飛鳥Aの間

月 日 曜日 開始時刻 行事・業務内容 場　所

4

5

4,14
20
8
21

26

18

月,木
水
金
木

火

水

13:30
13:30
10:30
9:00
14:30
15:20
16:00
16:30

雇入れ時安全衛生教育講習会（リアル：Zoom）
シニア向け雇入れ時安全衛生教育講習会（リアル）
広報部会６月号（No.238）編集会議
支部会計監査
支部長・相談役・副支部長会議
支部幹事会
署長特別講演
支部定時総会

事務局からの行事等報告
令和4年

上野区民館101
台東区民会館8階 第2会議室
上野区民館予定
上野労働基準監督署会議室
支部事務所
台東区民会館9Ｆホール
上野区民館予定　
マリンメッセ福岡A館/B館、福岡国際会議場
支部事務所
上野労働基準監督署会議室

上野区民館予定　

事業場選定中
上野区民館予定　
東天紅6階

上野労働基準監督署会議室

月 日 曜日 開始時刻 行事・業務内容 場　所

6

7

9

10

11

12

1

2

6
9

上～中旬
8
13
7
上旬
19～21
7
10

中旬

25
中旬

25

10

月
木
＊
金
水
水
＊
水～金
月
木

＊

金
＊

水

金

10:00
14:00
13:30
10:30
11:00
13:30
13:30
＊
11:00
10:30
14:30
15:20
16:00
8:00出発
14:00
15:00
16:40
17:20
10:30

建設関係安全管理セミナー（署と共催）　
安全管理セミナー（署と共催）　
労災保険実務講習会
広報部会９月号（No.239）編集会議
安全部会・衛生部会合同会議　
安全衛生管理セミナー（署・建災防と共催）
労務管理セミナー（署と共催）　
第81回全国産業安全衛生大会
安全部会・衛生部会合同会議
広報部会１月号（No.240）編集会議
支部長・相談役・副支部長会議
支部幹事会
署長特別講演
優良事業場研修会
建設業年末年始安全管理講習会（署・建災防主催）
新春健康セミナー
安全衛生表彰式
賀詞交歓会
広報部会４月号（No.241）編集会議

令和5年

令和4年

講習会・行事等のお知らせ

新春健康セミナー
安全衛生表彰式・・・ルナホール
賀 詞 交 歓 会・・・ソールルーム

上 野 労 基 会 報 No.238 号（令和 4年 6月 1日）

̶ 8 ̶


